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平成２０年度 福島県育休任期付職員 
採用候補者登録試験 受験案内 

平成２０年７月 
福 島 県 
福島県人事委員会 

 
◆ 福島県庁及び県の出先機関（知事部局、病院局、教育委員会（市町村立学校を除く）、   
警察本部等の各機関（県外事務所を含む））において、育児休業を取得する職員の代替職
員として勤務する職員（育休任期付職員）を募集します。 
 

 
○ この登録試験の合格者は、「育休任期付職員採用候補者名簿」（候補者名簿）に登録され、10か月以上
の育児休業を取得する職員があった場合に採用されます。 

 
○ 候補者名簿の有効期間は名簿登録の日（平成20年9月26日）から１年間です。 
 
○ 採用は平成20年10月1日以降開始されますが、職員の育児休業の取得状況によっては、候補者名簿
に登録されても、採用されない場合もあります。 

 
○ 任期はおおむね10か月以上3年未満で、各職員の育児休業請求期間に応じて採用時に決定されます。 
 

◇ 受 付 期 間  平成２０年７月 ４日（金） ～ ７月２５日（金） 

◇ 第１次試験日  平成２０年８月１１日（月） 

◇ 試 験 場  福島県自治会館 （福島市中町８－２） 

１ 区分試験（職種）、登録予定人員及び職務内容等の一例 

区分試験(職種) 登録予定人員 職 務 内 容 等 の 一 例 

 
一 般 事 務 
 

４０名程度 
知事部局、病院局、教育委員会（市町村立学校を除く）及び警察本部等 
の本庁又は出先機関（県外事務所を含む）において、一般行政の事務に従
事します。 

 
保  育  士 
 

２名程度 
福島市又は須賀川市に所在する県の機関において、児童の一時保護施設又
は社会福祉施設等で、生活指導業務に従事します。（上記以外の地区につ
いても、育休の取得状況により採用となる場合があります。） 

 
獣  医  師 
 

１名程度 
郡山市に所在する県の機関において、家畜防疫等に関する業務に従事しま
す。（上記以外の地区についても、育休の取得状況により採用となる場合
があります。） 

臨床検査技師 １名程度 
福島市に所在する県の機関において、臨床検査、微生物・理化学検査等の
業務に従事します。（上記以外の地区についても、育休の取得状況により
採用となる場合があります。） 

土    木 ２名程度 
福島市又は会津若松市に所在する県の機関において、土木事業、土木行政
等の業務に従事します。（上記以外の地区についても、育休の取得状況に
より採用となる場合があります。） 

 
建    築 
 

１名程度 
福島市に所在する県の機関において、建築指導等の業務に従事します。 
（上記以外の地区についても、育休の取得状況により採用となる場合があ
ります。） 
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農 業 
 

３名程度 
郡山市、白河市、三春町に所在する県の機関において、農業者等に対する
農業経営や生産技術の指導等の業務に従事します。（上記以外の地区につ
いても、育休の取得状況により採用となる場合があります。） 

農 業 土 木 １名程度 
白河市に所在する県の機関において、土地改良事業等の業務に従事しま
す。（上記以外の地区についても、育休の取得状況により採用となる場合
があります。） 

化 学 １名程度 
郡山市に所在する県の機関において、環境保全、環境衛生、試験研究等の
業務に従事します。（上記以外の地区についても、育休の取得状況により
採用となる場合があります。） 

 
農 芸 化 学 
 

２名程度 
須賀川市又は白河市に所在する県の機関において、食品衛生の業務に従事
します。（上記以外の地区についても、育休の取得状況により採用となる
場合があります。） 

 
心理判定員 
 

１名程度 
郡山市に所在する県の機関において、心理判定の業務に従事します。（上
記以外の地区についても、育休の取得状況により採用となる場合がありま
す。） 

２  受 験 資 格 

区分試験 (職種) 受  験  資  格 

一 般 事 務 
農 業 
農 業 土 木 
化 学 

年齢要件、資格要件はありません。 

保  育  士 保育士登録されている者 

獣  医  師 獣医師の免許を有する者 

臨床検査技師 臨床検査技師の免許を有する者 

土    木 １級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（種別：土木）の資格を有する者 

建    築 
１級建築士若しくは２級建築士、又は１級建築施工管理技士若しくは２級建築施工管理技士
の資格を有する者 

農 芸 化 学 食品衛生監視員の任用資格を有する者（注１） 

心理判定員 
(1) 大学において心理学を専修する学科を修めて卒業した者（注２）（注４） 
(2) 人事委員会が(1)に相当すると認める課程を修めて卒業した者（注３）（注４） 

 （注１） 「食品衛生監視員の任用資格を有する者」とは次のいずれかに該当する者をいいますが、詳細につ
いては、お問い合わせください。 

     ア 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者 
     イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 
     ウ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、

水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 
     エ 栄養士で２年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有する者 
（注２） 「心理学を専修する学科」とは次のいずれかに該当する学科等です。 
     ア 心理学科、教育心理学科、社会心理学科等、学科名に「心理学」を冠した学科 
     イ 心理学専攻、心理学主専攻、心理学コース等、明らかに心理学を中心に履修したと判断できる 

専攻分野 
 （注３） 「(1)に相当すると認める課程」については、あらかじめ問い合わせてください。 
 （注４） 受験資格の有無を確認するため、大学の科目履修証明書等の提出を求める場合があります。 
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● 次のいずれかに該当する者は受験できません。 
 ○ 日本の国籍を有しない者（保育士、獣医師及び臨床検査技師を除く。） 
○ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

 ○ 禁こ
．
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

○ 福島県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
○ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

３ 試験日時、試験場及び合格者発表 

区 分 日   時 試 験 場 合格者発表日 

第１次試験 
平成２０年８月１１日（月） 
受付時間  9:00～ 9:30 
試験時間 10:00～12:00 

福島県自治会館  
（福島市中町8-2） 

平成２０年８月２１日（木） 

第２次試験 
平成２０年９月 ５日（金） 
詳細については、第1次試験合格者に別途
通知します。 

福島県自治会館 
（福島市中町8-2） 

平成２０年９月２６日（金） 

※合格者発表は、福島県庁前掲示板、福島県郡山、白河、会津若松、南会津、南相馬、いわきの各合同庁舎前
掲示板及び福島県東京、大阪、北海道、名古屋の各事務所前に合格者の受験番号を掲示するほか、合格者には
文書で通知します。 
また、福島県のホームページにも合格者の受験番号を掲載します。 
ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.jp 

   なお、第１次試験、第２次試験とも不合格者に対しては通知しません。 

４ 試験種目及び内容 

区分 
区分試験 
（職種） 

試験種目 試  験  内  容 

一 般 事 務 
保  育  士 
獣  医  師 
臨床検査技師 
土   木 
建   築 

教養試験 
（多枝選択式） 
   （50題） 

職員として必要な一般的知識及び知能についての筆記試験 
（高校卒程度）（出題分野は、７ページをご覧ください。） 

第
１
次
試
験 農 業 

農 業 土 木 
化 学 
農 芸 化 学 
心理判定員 

専門試験 
（記述式） 

職員として必要な専門的知識、技術及び能力についての筆記試験
（農業、化学、農芸化学及び心理判定員は大学卒程度、農業土木
は高校卒程度）（出題分野は、７ページをご覧ください。） 

口述試験 人物についての個別面接による試験 

適性検査 職務遂行に必要な適性についての検査 
第
２
次
試
験 

全 職 種 

身体検査 
（持参方式） 

職務遂行に必要な健康度を有するかどうかについての検査 
（医師の発行する身体検査書の提出により行います。） 
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５ 各試験種目ごとの配点及び満点 

(1) 一般事務、保育士、獣医師、臨床検査技師、土木、建築 
 第１次試験 第２次試験 満 点 

 
試験種目 
 

 
教養試験 
 

 
口述試験 
 

 
適性検査 
 

 
身体検査 
（持参） 

 
配 点 
 

 
１００ 
 

 
９０ 
 

 
適否 
 

 
適否 
 

 
 

１９０ 

 
(2) 農業、農業土木、化学、農芸化学、心理判定員 

 第１次試験 第２次試験 満点 

 
試験種目 
 

 
専門試験 

 
口述試験 

 

 
適性検査 

 

 
身体検査 
（持参） 

 
配 点 

 

 
１００ 

 
９０ 

 
適否 

 

 
適否 

 

 
 

１９０ 

６ 合格基準及び合格者の決定方法について 

(1) 合格基準について  
 
区分 

 
試 験 種 目 

 

 
合  格  基  準 

 
 
 

口 述 試 験 
 

 
３名の評定者が５段階で行い、その結果が最下位の段階の評定を
した評定者がいないか、下位２段階の評定をした評定者が２名以
上いないこと。 
 

適 性 検 査 

 
 
第 
２ 
次 
試 
験 

身体検査（持参） 

 
 
一定の基準に達していること。 

 
(2) 合格者の決定方法について 

    最終合格者は、第１次試験と第２次試験の得点を合計したうえで、登録予定者数を勘案して決定されます。 
    ただし、合格基準に達しない試験種目が一つでも存在する場合には、他の試験種目の成績にかかわらず不合

格となります。 
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７ 受験手続 

(1) 受験申込みの方法 

 
 
 
 
 
 
提 出 書 類 

  ① 受験申込書  
② 受験票 
・８ページの記入要領をよく読み、受験申込書及び受験票に必要事項を黒イン
ク又は黒ボールペンで記入してください。 

     ・官製はがき以外のはがきを使用して受験票を作成する場合には、必ず50円 
切手を貼ってください。（持参の場合にも必要です。） 
・申込みの時には受験票に写真は貼らないでください。 

 ③ その他 
    ・「農芸化学」を受験希望する方で、「２ 受験資格」の（注１）のア又はウに 

該当する方のみ、当該学歴を取得した教育機関における卒業証明書及び成績証 
明書を提出してください。（イ又はエに該当する方は不要です。） 

提出方法 
及 び 
提  出  先 

 持参又は郵送のいずれかの方法により提出してください。 

 ① 持参する場合 

福島県人事委員会事務局（福島県庁西庁舎３階）に直接提出してください。 
② 郵便による場合 
提出書類一式を封筒（角形 2 号）に入れ、その表に赤で「育休任期付申込」と
書いて、必ず簡易書留にして送付してください。 
 （送付先）〒960-8681 福島市杉妻町2－16 福島県庁内郵便局私書箱25号 
      福島県人事委員会事務局 
なお、簡易書留によらない方法で事故が発生した場合の責任は負いません。 

受 付 期 間 
及  び 

受 付 時 間 

平成20年7月4日（金）から平成20年7月25日（金）まで 

    ・郵便による場合は、平成20年7月25日（金）の郵便局の消印のあるもの 
まで受け付けます。 

    ・受付期間前及び受付期間経過後の申込みは、一切受け付けません。 
   ・受付時間は、午前８時30分から午後５時30分までです。ただし、土・日・
   祝日は除きます。 

受 験 票 の 
発    送 

  受験票は、受験申込書の記載事項を確認次第、順次返送します。 
  ※ ８月５日（火）までに届かない場合は、福島県人事委員会事務局へお問い合わ

せください。 
 

(2) 受験の際の注意事項 

 
試 験 当 日 
持 参 す る 
も     の 

  ① 受験票（最近６か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向、 
   縦4.5cm×横3cm）を所定の欄に貼ってください。） 
  ② 鉛筆又はシャープペンシル（ＨＢに限る。） 
③ プラスチック消しゴム   

そ の 他  

○ 試験当日会場に到着したら、直ちに受験票を受付に提示し、係員の指示に従っ 
 てください。 
※ 受験票を忘れたり、紛失した場合には、受付に申し出てください。 
 なお、本人と証明できるものを持参してください。 

○  遅刻は原則として認めません。 
○ 申込み後の区分試験（職種）の変更は認めません。 
○ 受験票は試験時間内に回収しますので、受験番号を控えておいてください。  
○ 試験当日の試験場への自家用車の乗り入れを禁止します。 
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８ 給与及び勤務時間等 

育休任期付職員は、任期が定められていること以外、給与、勤務時間等については任期の定めのない職員と
同様に地方公務員法等の規定が適用され、採用後は、一般職の職員として勤務していただくこととなります。 
 
(1) 給料月額は、平成２０年４月１日現在の給料表を参考に示すと次のとおりであり、採用前の学歴及び職歴
等に応じて、一定の額を加算のうえ決定されます。なお、任期中の昇給はありません。 

 

区分試験 給 料 月 額 

一般事務 
農業土木 

１４１，９００円 

保 育 士 １５４，７００円 

獣 医 師 ２００，１００円 

臨床検査技師 １６９，１００円 

土  木 
建  築 
農  業 
化  学 
農芸化学 
心理判定員 

１７４，３００円 

 
(2) 任期の定めのない職員と同様に、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務（残業）手当、特殊勤務手当、
期末・勤勉手当（ボーナス）などが、それぞれの支給要件に応じて支給されます。 

(3) 勤務時間については、一般事務の場合、原則として月曜日から金曜日までの週５日、１日８時間勤務です。 

９ 合格から採用まで（任用期間等について） 

(1) この試験の最終合格者は、平成２０年９月２６日付けで「育休任期付職員採用候補者名簿」(候補者名簿)に  
登録され、平成２０年１０月１日以降で育児休業を取得する職員があった場合に採用されます。 
したがって、必ずしも平成２０年１０月１日に採用されるとは限らず、職員の育児休業の取得状況によって
は、候補者名簿に登録されても、採用されない場合もあります。 

(2) 候補者名簿の有効期間は平成２０年９月２６日から平成２１年９月２５日まで（１年間）です。 
(3) 任命権者である知事、教育委員会、警察本部長等は、採用候補者の中から順次採用者を決定します。 
(4) 育休任期付職員の任期は、おおむね１０か月以上３年未満で、各職員の育児休業請求期間に応じて採用時に
決定されることとなります。なお、職員の育児休業期間に変更があった場合は、任期が更新され、又は短縮
される場合があります。 

(5) 採用される職については、「主事」、「保育技師」、「獣医技師」、「建築技師」、「医療技師」、「技師」での採用
となります。  
 

    第１次  合 格   第２次   最終合格  採用候補者        採 用      採 用 
試 験       試 験        名簿登録   候補者提示 内 定      
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１０ 試験結果の開示 

   この試験の結果の開示については、福島県個人情報保護条例第17条第1項の規定により、口頭で開示を請
求することができます。 

   なお、電話、はがき等による請求では開示できませんので、受験者本人であることを明らかにする書類(運
転免許証、学生証、旅券等)を持参のうえ、受験者本人が直接おいで下さい。 

※ 適否とは、各試験種目ごとの合格基準に達していたかどうかを表します。 
 

 
《 職種別出題分野（予定）》 

 
※ 農業、農業土木、化学、農芸化学、心理判定員については、上記の分野の中から問題を抽出して出題し
ます。 

 

試  験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第1次試験 第1次試験不合格者 ・第１次試験の得点及び順位 

第2次試験 第2次試験受験者 

・第１次試験の結果 
・口述試験の得点及び適否 
・適性検査の適否 
・身体検査（持参方式）の適否 
・総合順位及び総合得点 

合格者発表日
から1か月間 

 
 
福島市杉妻町2-16 
 (福島県庁西庁舎1階) 
 福島県県政情報センター 

専 門 試 験 教養試験（高校卒程度） 

※ 一般事務、保育士、獣医師、 
臨床検査技師、土木、建築 農 業（大学卒程度） 農業土木（高校卒程度） 

栽培学汎論         
作物学           
園芸学           
育種遺伝学         
植物病理学         
昆虫学           
土壌肥料学         
植物生理学         
畜産一般          
農業経済一般        

農業土木概論 
農業土木設計 
農業土木施工 
農業情報処理 
生物工学基礎 

化学（大学卒程度） 農芸化学（大学卒程度） 

数学・物理 
物理化学 
分析化学 
無機化学・無機工業化学 
有機化学・有機工業化学 
化学工学 

物理化学 
分析化学 
無機化学 
有機化学 
生物化学 
土壌学・植物栄養学・肥料学 
食品化学・食品貯蔵加工学 
応用微生物学 

心理判定員（大学卒程度）  

社会科学         
人文科学         
自然科学         
文章理解         
判断推理         
数的推理及び資料解釈   
 

一般心理学          
（心理学史、発達心理学及び社会
心理学を含む）     
応用心理学          
（教育心理学・産業心理学・臨床
心理学）        
調査・研究法         
統計学            
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受験申込書記入要領 
 

【記入に当たっての注意】 

    ○ 必ず本人が記入してください。 
    ○ 記入には、黒インク又は黒ボールペンを使用してください。 
    ○ 間違えて記入した場合は、二本線で訂正してください。（修正液は使用しないこと。） 
 

  【受験申込書】 

    １ 区 分 試 験    受験する区分試験（職種）を記入してください。 
    ２ 氏   名    下段に漢字で記入し、上段にはひらがなでふりがなを記入してください。 
    ３ 性   別    該当する方を○で囲んでください。  
    ４ 生 年 月 日       昭和又は平成を○で囲んでから、生年月日を記入してください。 
    ５ 現住所及び帰省先 
       ○現 住 所      住民票上の住所ではなく、現に住んでいる所を記入してください。  
       ○帰 省 先      帰省先を記入してください。帰省先がない場合は記入の必要はありません。 
       ○連絡先の指定 合格通知等の送付を希望する連絡先の□内にレ印を付けてください。 
      ※こちらから確認の電話をする場合がありますので、現住所及び帰省先のいずれについても電話番

号を必ず記入してください。 
６ 資格又は免許   「保育士」、「獣医師」、「臨床検査技師」、「土木」、「建築」、「農芸化学」

を受験希望の方は、受験資格に挙げている資格又は免許の名称を記入し、資格取
得又は登録の年月日を記入してください。 

７ 職   歴    「農芸化学」を受験希望する方で、受験資格に挙げている食品衛生監視員の任用
資格に必要な職歴がある場合は、勤務先、職務内容及び勤務期間を記入してくだ
さい。 

８ 学   歴    「心理判定員」を受験希望する方は、受験資格に挙げている大学（学科）等を記
入してください。 

  【記入年月日】 この申込書に記入した日付を記入してください。 

 

  【受験票】 

    １ 区 分 試 験    受験する区分試験（職種）を記入してください。 
    ２ 氏   名    下段に漢字で記入し、上段にはひらがなでふりがなを記入してください。 
    ３ 性   別    該当する方を○で囲んでください。       
     ○ ※印の欄は記入しないでください。 
     ○ 申込みの時には写真を貼らないでください。      
     ○ 受験票の裏（はがきのあて名の部分）には、住所、氏名を記入し、所定の欄に50円切手を貼って

ください。 
       ※記載された住所に受験票を発送しますので、間違いのないようにしてください。  
 
 

 
 ■この試験に関する問い合わせ先 
    
   福島県総務部人事課（福島県庁本庁舎２階） 
     電話 ０２４－５２１－７０３３(直通)    

又は 

福島県人事委員会事務局採用給与課（福島県庁西庁舎３階） 
     電話 ０２４－５２１－７５９０(直通) 
 

 



平成２０年度　福島県育休任期付職員

採 用 候 補 者 登 録 試 験 　 受 験 申 込 書

2 (ふりがな)

記入年月日

※　受験番号

(記入しないこと)

4 生年月日

　　　年　　　月　　　日

5 現住所及び帰省先 (連絡先の指定　□現住所　□帰省先)

(〒   　－　　　　)

(〒   　－　　　　) (TEL　　 　－　　 －　 　　　)

平成　　年　　月　　日
私は、受験案内に掲げてある受験資格をすべて満たしており、また、この受験申込書に記入した内容

はすべて事実と相違ありません。

帰 省 先

(TEL　　 　－　　 －　 　　　)
現 住 所

3 性　別

男　・　女

1 区分試験（職種）  　　　　　　　　　　　

　 6 資格・免許（受験資格に資格・免許が必要な場合のみ記入してください。）

資格・免許の名称 取得（登録）の時期 　　　　　　　年　　　月　

氏　　名

8 学　歴（「心理判定員」を受験希望の方のみ記入してください。）

学 校 名 学 部 名 学 科 名 修学期間

　　　　年　　 月から

昭和

平成

　　大学

　 7 職　歴（「農芸化学」を受験希望する方で、食品衛生監視員の任用資格に必要な職歴がある場合のみ記入してください。）

職務内容勤 務 先 　　　　　勤務期間

　　　　年　　 月から

　　　　年　　 月まで

　　　　年　　 月から

　　　　年　　 月まで

　　　　年　　 月まで



(切り取り線) (切り取り線)

(切り取り線)(切り取り線)

50円切手
を必ず貼
ること

郵 便 は が き

(

切
り
取
り
線)

(

切
り
取
り
線)

(

切
り
取
り
線)

(

住 

所)

(

氏 

名)

様

〒
九
六
〇-

八
六
七
〇

　
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号(

県
庁
内)

　
　
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

　
　
　
℡(

〇
二
四)

五
二
一-

七
五
九
〇

受 験 心 得
　試験当日は、この受験票、鉛筆又はシャープペンシル(ＨＢに限る。)、プ

ラスチック消しゴムをお持ちください。

　試験当日、試験場に到着したら、直ちに本票を受付に提示し、係員の指示
に従ってください。

　遅刻は原則として認めません。

　本票を忘れたり、紛失した場合は、受付に申し出てください。
　携帯電話の電源は、試験中には切っていただきます。

1

2

3

4
5

⑳  受  　 験  　 票

※受験番号 ※座席番号

2 (ふりがな) 3 性　別

氏　名 男 ・ 女

(写真貼付欄)

　最近６か月以内に

撮影した本人の写真

(縦4.5cm×横3cm)を、

試験当日ここに貼って

お持ちください。

　申込みの時には、

写真を貼らないでく

ださい。

受　験　票　作　成　要　領

○　受験票の作成

　　受験票は、以下の手順により作成してください。

　(1) 手順

　　①　受験票を切り取り線に沿ってはさみで切り離す。

　　②　官製はがきの切手が印刷されている面に、住所・氏名記載面をのり付けする。

　　③　官製はがきの何も書いていない面に、受験票をのり付けする。

　(2) 注意事項

　　①　受験票は、官製はがきにしっかりとのり付けしてください。

　　②　官製はがき以外のはがきで受験票を作成する場合には、はがきに50円切手を必ず貼ってください。

　　③　受験票には写真を貼らないでください。

○　記入要領

　(1) 記入には黒インク又は黒ボールペンを使用してください。

　(2) 受験票の氏名欄は、下段に漢字で記入し、上段にはひらがなでふりがなを記入してください。

　(3) 受験票の性別欄は、該当する方を○で囲んでください。

　(4) 受験票の裏面に住所、氏名を記入してください。ここに書かれた住所に受験票が郵送されますので、間違いの

　　ないようにしてください。

○　受験申込み

　　受験申込書と受験票は、クリップでとめて一緒に提出してください。

1 区分試験

（職 種）

受　付

着　席

 9:00 ～ 9:30

 9:45

(収受印押印欄)

注　意
　この申込書を提出する際には、上の住所、氏名欄にあなたの住所、氏名
を記入し、官製はがき以外のはがきを利用する場合は50円切手を必ず貼

ってください。(持参の場合にも必要です。)

平成 20 年 8 月 11 日( 月)

福島県自治会館○試 験 場

○試験日時




